
「埼玉県福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例（案）」 

に対する意見の募集について  

  

「埼玉県福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例（案）」の策定にあたり、多くの県民の皆様のご意見を反映するため、下記の通り県民コメントを募集いたします。  

  

記  

  

１ ご意見の募集期間  

令和４年１２月２３日（金）１０：００～令和５年１月２３日（月）１７：００  

  

２ ご意見の提出方法  

（１） 提出方法  

    自由民主党埼玉県支部連合会県民コメント専用フォームより提出  

  

※ 県民コメント専用フォーム以外からの方法でのご意見のご提出はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。  

  

３ ご意見の取扱いについて  

（１） ご提出いただいたご意見を考慮し、「埼玉県福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例（案）」を策定いたします。  

（２） ご意見に対する回答やご提出いただいたご意見については返却いたしませんのであらかじめご了承ください。また、意見募集の結果の公表は原則致しません。  

（３） 本県民コメントを通してお預かりした個人情報については、「埼玉県福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例（案）」の策定にあたってのみ使用し、使用目的

以外での利用はいたしません。  

（４） 頂戴したご意見について、条例案策定に際し、プライバシーに関する情報を除いた上で、埼玉県等関係機関へ情報提供する場合がございます。ご提出いただ

いた際には、関係機関への情報提供に承諾されたものとみなします。  

  



４ お問い合わせ先  

  〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－９－１４  

  自由民主党埼玉県支部連合会 県民コメント担当  

  ＴＥＬ ０４８－８２４－３２９７  

  ＦＡＸ ０４８－８２４－３３２８  

以上  



 

埼玉県福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例（案）の概要 

令和４年１２月２２日 

１ 改正の趣旨・背景 

  パーキングパーミット制度とは、公共施設や商業施設などに設置されている車椅子のマ

ークが書かれている高齢者、障害者等のための駐車施設（以下「障害者等用駐車施設」と

いう。）の利用対象者を、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など一定の方に

限定し、利用証を交付することで、障害者等用駐車施設の適正利用を図る制度である。 

  パーキングパーミット制度は平成１８年に佐賀県で導入され、現在では、全国の４１府

県及び埼玉県内の２市（川口市・久喜市）で導入されており、障害者等用駐車施設の適正

利用を促進する効果が認められている。また、８割を超える府県において、車椅子使用者

用駐車施設（幅員 350cm以上）だけでなく、一般の駐車区画（幅員 250cm程度）につい

ても制度の対象とする、「ダブルスペース」と呼ばれる取組が行われている。 

  しかし、埼玉県では、都市部における駐車区画の不足を理由として、パーキングパーミ

ット制度は導入されていない。 

 このような状況を踏まえ、パーキングパーミット制度を導入するため、埼玉県福祉のま

ちづくり条例の一部を改正し、県に対して必要な措置を講ずる義務を定めることで、県内

全域における障害者等用駐車施設の適正な利用の推進を図るものである。 

 

２ 改正の概要 

  障害者等用駐車施設の適正な利用の推進を図るため、埼玉県福祉のまちづくり条例に以

下の条項を新設する。 

改正の概要 改正の主な趣旨 

 （高齢者、障害者等のための駐車施設の適正な利用の推進） 

第８条の２ 県は、高齢者、障害者等が自らの意思で自由に移動し、社会、

経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができるよう、高齢

者、障害者等のための駐車施設の適正な利用を推進するため、利用証の交

付その他の必要な措置を講ずるものとする。 

パーキングパーミ

ット制度の導入 

２ 県は、前項の措置を講ずるに当たっては、事業者の協力の下、車椅子使

用者が円滑に利用することができる駐車施設のほか、高齢者、障害者等が

円滑に利用することができる駐車施設の確保及び前項に規定する利用証の

交付を受けた者によるこれらの駐車施設の優先的な利用の確保に努めるも

のとする。 

駐車施設の確保及

び優先的な利用の

確保 

３ 県、県民及び事業者は、相互に協力し、前項の駐車施設を円滑に利用す

ることができるよう努めるものとする。 

駐車施設の円滑な

利用 

 ※１「高齢者、障害者等」（第１項、第２項） 

   本条例の第２条で次のとおり定義しています。 

   高齢者、障害者、妊産婦、子供等で日常生活又は社会生活に行動上の制限を受けるもの 

 ※２「高齢者、障害者等が円滑に利用できる駐車施設」（第２項） 

  通常幅の駐車区画のうち、パーキングパーミット制度の対象とするものを指します。 


